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１．令和３年度介護報酬改定の概要　
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２．令和３年度介護報酬改定に伴う届出等について 

介護報酬改定に関連して届出が必要な加算等の内容や届出の提出期限等について、令和３年３月

5日時点で発出されている事務連絡等を参考にした現時点での決定事項等は下記のとおりです。 

1．令和３年度介護報酬改定に伴い届出が必要な加算等

（１）対象となる加算等 

介護報酬改定に関連して届出が必要な加算等が「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料

の送付について（その５）」（令和3年3月 5日事務連絡）のⅠ-資料６「介護給付費算定の届出等

に係る留意事項について」で示されました。参考に当該資料及び「介護給付費算定に係る体制等状

況一覧表（案）」を16８ページ以降に掲載します。介護保険課でも内容を整理したものを後日改め

て周知する予定です。 

（２）提出先 

《担当課》  

一宮市福祉部介護保険課 指定・指導担当（令和３年４月１日以降は指定担当に改称、以下同じ） 

一宮市役所本庁舎2階 （0586-85-7017） 

（３）提出方法 

 窓口に持参又は郵送 

《郵送の場合の宛先》 

 〒491-8501  

愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市福祉部介護保険課 指定・指導担当 

 ※封筒に「令和３年度介護報酬改定加算届出書在中」等と朱書きしてください。 

※事業所控えに受領印を希望される場合は、受領印が必要な書類（加算届出書等）の写し及び返

信用封筒（切手貼付）を同封してください。 

（４）提出期限 

 上記の１.（１）同様、「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（その５）」

のⅠ-資料６「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」において示された、令和３年４

月の報酬算定に係る届出の提出期限は下記のとおりです。 

令和３年４月１日（木曜日）

※郵送の場合は原則必着ですが、提出期限前日までの消印を有効として取り扱います。 

 ※今後国から提出期限に関する通知等が発出された場合は延長等変更になることがあります。 

※介護職員処遇改善計画書及び介護職員等特定処遇改善計画書については提出期限を４月15日

（木曜日）を予定とする通知が別に発出されています。 

※報酬改定の影響を受けない加算等の届出提出期限について、過去の取扱いは下記のとおりです。 

 【参考】平成30年度介護報酬改定時には「平成30年 4月から算定を開始する加算等の届出

については、同年4月1日以前になされていれば足りるものとする」とされています。 
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（５）届出書類 

 令和３年３月１２日時点で添付書類一覧及び加算の届出に必要な様式は準備中です。標準様式の

確定後、早期の掲載に努めますのでしばらくの間お待ちください。サービス毎に必要となる添付書

類一覧は【ページ ID 1038882】で、必要な様式は【ページ ID 1038884】に掲載予定です。 

２．変更届出について

令和３年度介護報酬改定において、全サービス共通で運営規程に定める事項として新たに「虐

待の防止のための措置に関する事項」が新設されました。当該項目は３年間の経過措置の対象と

なっていますが、経過措置期間中は「定めておくよう努めること」が必要です。改正の主旨を十

分に鑑み、事業所内で体制整備の上、他の事由による変更届出に合わせて届出を行うなど、経過

措置期間内の早期対応に努めてください。 

３．令和３年度介護報酬改定に関する問い合わせについて

《問い合わせ先》 

一宮市福祉部介護保険課 指定・指導担当 

一宮市では、令和３年４月１日の中核市移行に伴い、居宅サービス、施設サービスの指定権限等

が愛知県より移譲されます。これまで愛知県所管であったサービスの問い合わせは一宮市で受け

付けます。 

《問い合わせ方法》 

 下記のいずれかとします。電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

ファクス：0586-73-1019 

電子メール：kaigohoken@city.ichinomiya.lg.jp 

《問い合わせ様式》 

ウェブサイト【ページ ID 1038967】に質問票を掲載していますのでご活用ください。なお、

電子メールによる場合は件名を「【令和３年度介護報酬改定質問】〇〇」（〇〇は事業所名以下同

じ）とし、添付する質問票のファイル名を「【令和３年度介護報酬改定質問票】〇〇」として送

信してください（質問はメール本文ではなく、質問票でお願いします）。 

《回答方法》 

回答はQ&A一覧の形式でウェブサイト【ページ ID1038967】に掲載する予定です。 

※質問に対する回答は随時更新します。回答には要件等の確認が必要なため、特に詳細内容が記

された通知等の発出前の時期は時間を要します。また、質問内容によっては厚生労働省又は愛

知県への確認のため、更に時間を要する場合があります。 

※回答に時間を要する場合でも、先行して質問内容だけでも公開することを検討しています。各

事業者においては、質問票を送信する前に、既に同じ内容の質問が掲載されていないかご確認

ください。 

一宮市では中核市移行に伴い令和３年度より所管する事業所数が大幅に増えるため、全て個別対

応することは困難です。上記の方法に何卒ご協力お願いします。 
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４．令和３年度介護報酬改定等による介護保険サービス利用料の変更に伴う利用者への説明・同意

について 

令和３年度の介護報酬改定等により介護保険サービスの利用料等が変更となる場合は、利用者・

家族に対し、改めて説明を行い、同意を得るようにしてください。利用開始時同様、説明にあたっ

ては文書を交付して行い、同意は書面により確認することが望ましく、令和３年３月３１日までに

行うようにしてください。 

※令和３年度介護報酬改定において、「交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するも

の（以下「交付等」という。）のうち、省令の規定において書面で行うことが規定されている

又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方

法によることができる。」とされましたが、説明・同意の実施時期が省令の施行日より前であ

ること、具体的な取り扱いが現時点で示されていないことから、従前の方法によることが確実

であると考えます。なお、このことについて、厚生労働省より事務連絡等により具体的な方法

が示された場合はこの限りではありません。いずれかの方法による場合でも次のことも参考に

適切な取り扱いをお願いします。 

説明・同意について、対面による方法の他に、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、書類

を利用者へ交付（郵送含む）し、後日、同意した旨の書面を受領する方法が考えられます。この場

合、やむを得ず同意日が令和３年４月１日以降となることも想定されますが、その場合は下記のこ

とに留意してください。 

①書面による同意が令和３年３月３１日までになされない恐れがある場合は、令和３年３月３１

日までに口頭等の方法で説明の上、同意を得ること。 

②口頭等で説明し同意を得た場合、説明・同意日、説明者氏名（職員）、同意者氏名、方法等に

ついて、支援経過等に記録を残すこと。 

③同意書は後日受領することとし、書面の同意日は利用者等が実際に署名した日付とすること

（あらかじめ書面に令和３年３月３１日等の日付を印字するなど、一律に特定の日付の記入を

指定しない）。 

５．その他

今後、厚生労働省から発出される通知等により、内容が変更になる場合があります（これに伴う

様式変更等を含む）。必要な情報は随時ウェブサイト等に掲載します。各事業者におかれましても

厚生労働省から発出される各種通知等を随時ご確認ください。 
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３．各サービスの改定事項について 

 社会保障審議会（介護給付費分科会）等で示された資料等をもとに、次ページ以降で令和３年度

介護報酬改定の内容を紹介します。中心となる資料は第 199 回社会保障審議会介護給付費分科会

（令和 3 年 1 月 18 日）で用いられた「参考資料１ 令和３年度介護報酬改定における改定事項

について」です。改定内容の確認にあたっては下記の手順を参考にしてください。なお、資料は令

和３年３月５日時点で確認できた内容をもとに作成しています。この日以降発出された通知等につ

いてはウェブサイト上でも周知に努めますが、各自ご確認していただきますようお願いします。 

1．対象サービスの確認 

 １０ページから２３ページにおいて、該当サービスを確認します。サービス毎に関係する改定内

容が列挙されており、各項目には見出し番号（例：４（２）⑩等）が付番されています。 

※「全サービス共通」についても確認漏れがないようにお願いします。 

※各サービスの基本報酬は「６その他」の後に掲載されています。 

※居宅介護支援、介護予防支援、（看護）小規模多機能型居宅介護については自らのサービス以外

のサービスについても取扱う機会が多分にあるため、関連するサービスについても参考にご確認

ください。 

２．各改定内容の概要確認 

１で確認した付番をもとに２４ページから１１７ページにある該当ページを参照します。各内容

の概要や要点が記載されています。各項目の要点把握に活用してください（加算に関しては「算定

要件」を十分確認してください）。 

なお、資料中の青字、青線等は改正後基準省令及び告示（案）を基にした介護保険課による加筆

又は留意事項の強調部分ですので参考にご覧ください（「通知改正」については令和３年３月５日

時点で案等が発出されていないため、一部を除き注釈等は付していません。発出後の内容に十分注

意してください）。 

３．各改定内容の詳細確認 

この資料とは別に、ウェブサイト【ページ ID：1038967】に改正後の基準省令等を掲載して

います。２で把握した改正の要点について、運営等の基準や加算の要件の実際の記載内容を確認し

てください。運営基準の改正に対する運営規程や指針等の準備、報酬算定要件の確認において正確

な表現を基にすることは重要です。また、利用者等への説明資料の作成においても参考となります。 

《ウェブサイトに掲載中の主な参考資料（令和3年3月 12日時点）》 

・介護保険最新情報Vol.916（令和3年1月 25日付） 

 令和 3年 4月 1日から施行される「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令」の内容が記載されています。 

・全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議（令和3年3月 9日開催）資料 

「報酬告示の改正案」、「基準省令に関する通知案」、「報酬告示に関する通知案」が掲載されてい

ます。加算の要件確認、届出の準備等に活用してください。 

※ウェブサイトに掲載する参考資料は随時更新します。最新版での確認をお願いします。 
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【人員・運営等基準省令関係】 

基準省令では準用により、当該サービスより前出のサービスに記載されている内容を用いる場

合が多くあります。各サービスの末尾の準用欄にもご注意ください。 

《基準省令準用の例：訪問看護の場合》 

訪問看護の準用の条文自体に変更はありませんが、枠内の「第30条から第34条まで」につ

いて見ると、準用元の訪問介護では業務継続計画の策定等複数の改正が行われています（傍線部）。 

【報酬関係】 

今回改定がなかった部分は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」や「厚

生労働大臣が定める基準」等において（略）と表記されています。特に新たに加算を算定しよう

とする場合は当該加算について、既存の要件等についても十分確認してください。 

《厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等の例：地域密着型介護老人福祉施設の看取り介

護加算の対象者の場合》 

改正部分は傍線部による表示がありますが、新たに加算を算定するにあたり、「略」の内容も

確認する必要があります。 

訪

問

看

護

準用元

訪

問

介

護
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　　　　　　　　　　目次中のページ番号は各スライド右下の番号です。↑
令和３年度介護報酬改定関係資料作成において一部並べ替えを行っています。
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【参考】3(2)⑤介護老人保健施設短期入所療養介護費を算定している場合
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-18-【参考】5(1)① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化



-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-



-31-



-32-



-33-



-34-



-35-



-36-



-37-



-38-



-39-



-40-



-41-



-42-



-43-



-44-



-45-



-46-



-47-



-48-



-49-

｛



-50-



-51-



-52-



-53-



-54-



-55-


